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令 和 5 年「 年 頭 の 辞 」特 集



Greeting at new year 2023年頭の辞

令和5年の年頭を迎えるにあたり、謹んで新年のご挨拶

を申し上げます。

皆様方におかれましては、日頃より当協会の運営に格別

のご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、新型コロナウイルス感染症の世界的拡大から約3

年が経過しましたが、同感染症は、変異を繰り返し、今な

お世界的流行を見せており、我が国では第8波が迫ってい

ます。加えて、ロシアのウクライナ侵攻等の要因により、

エネルギーや資源価格が上昇し、円安の影響で燃料価格

高騰が続いており、我々トラック運送業界にとって、極め

て厳しい状況が続いております。このような中、福岡県ト

ラック協会は昨年中、福岡県をはじめ、県内全ての自治体

にトラック運送業者に対する経済支援を訴え、その結果、

福岡県をはじめ、35（12月現在）の自治体において様々な

かたちでの支援を受けることとなりました。引き続き、本

年も情勢に応じた要望活動を行っていきたいと考えてお

ります。また、昨年は3年ぶりにJR九州博多駅前広場に

おいて屋外大型イベント「TRUCK FES 2022」を開催し、

「国民の生活と経済活動を支えている」トラック運送業界

のPR活動を行いました。本年も業界の社会的地位の向上、

ドライバー不足解消等を図るため、広報事業に尽力してい

きます。

このほか、環境対策事業では、例年、小学生エコ絵画コ

ンクールやトラックの森事業を実施しておりますが、環境

問題は業界全体にとって最も重要な課題の一つとして位

置付け、全日本トラック協会が掲げる環境基本行動計画

「環境ビジョン2030」を踏まえ、次世代自動車の導入支援、

輸送の効率化の推進、エコドライブ・アイドリングストッ

プの徹底等、脱炭素化に向けた環境啓発活動を積極的に

実施することにより、SDGs（持続可能な開発目標）の達成

に向けた取組を推進いたします。

交通対策事業では、春・秋の交通安全県民運動期間中

に、「信号を守ろうの日」を設定し、各支部において信号

を守ろう・飲酒運転撲滅等を掲げたキャンペーンを実施

しております。また、県内のトラックの事故事例をタイ

ムリーに全会員で共有することにより、同種の事故の未

然防止に努めております。業界の発展のためには、安全・

安心な輸送が大前提で、引き続き事故防止対策に傾注し

てまいります。

デジタル化事業では、タブレット導入による会議資料

のペーパーレス化、Web会議システム、LINE登録によ

る業界情報の発信等、様々なデジタル化を図りました。

今後も会員サービスの効率化、利便性の向上を図ってま

いります。

その他、適正化事業、労働対策事業、緊急救援輸送に係

る事業等についても継続して推進し、国民生活と経済活

動を支えるエッセンシャルワーカーとして、社会的使命

を全うしていく所存です。引き続き、会員の皆様のご理

解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

結びに、本年が皆様方にとりまして、幸多き一年とな

りますよう祈念申し上げ、新年のご挨拶といたします。

（公社）福岡県トラック協会
会　長　眞　鍋　博　俊 
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Greeting at new year 2023年頭の辞

明けましておめでとうございます。

令和5年の年頭に当たり、謹んで新春のご挨拶を申し上げ

ます。

公益社団法人福岡県トラック協会の皆様には、日頃から国

土交通行政全般にわたりご理解とご協力を賜り厚く御礼申し

上げます。

さて、長期化するコロナ禍や原油価格高騰により大変厳し

い状況が続く中、トラック運送業界の皆様におかれましては、

安定的な国民生活確保のため、エッセンシャルワーカーとし

ての強い使命感のもと、物流を維持し、我が国経済や国民生

活を支えて頂いていることにあらためて感謝申し上げます。

トラック運送事業は、我が国の経済と人々の暮らしを支え

るライフラインであるとともに、大規模な災害発生時には、緊

急支援物資輸送等により被災者と復興を支える役割を担う

など、国民生活に欠かすことのできない大変重要なインフラ

であります。

しかしながら、トラック運送業界は、少子高齢化や、荷待ち

時間及び附帯作業等による長時間労働、全産業平均を下回る

賃金などによりトラック運転者が不足している状況でありま

す。また、燃料価格上昇や2024年問題への対応等、労働環境

や取引環境改善への取組みが喫緊の課題となっているとこ

ろです。

また、「標準的な運賃」や「燃料サーチャージ」につきまして

は、トラック運送事業者が法令を遵守し持続的に事業運営を

維持するため必要であり、その担い手となるトラック運転者

の確保の観点からも、荷主企業に理解していただき適正な運

賃収受に繋げることが重要であると考えております。

「標準的な運賃」及び「燃料サーチャージ」の趣旨・目的につ

いて事業者はもとより、荷主企業への理解浸透を図り、賃上

げ・価格転嫁対策の「パートナーシップによる価値創造のため

の転嫁円滑化パッケージ」に基づく、賃金引き上げの環境整

備に、引き続き関係機関と連携し取組を推進してまいります。

さらに、物流事業者と、荷主企業等の物流の利用者が相互

理解の下に連携して取り組む「ホワイト物流推進運動」、職

場環境改善に向けたトラック事業者の取組みを「見える化」

し、人材確保の取組みを後押しすることを目的とした「働き

やすい職場認証制度」の普及・促進に取り組んでまいります。

さらに、毎年、各県で開催しています「トラック輸送にお

ける取引環境・労働時間改善地方協議会」においては、令和6

年4月より施行される改善基準告示の見直し内容及び輸送

品目ごとのガイドラインの周知・浸透を図るとともに、「実

証事業」による課題や改善策等の共有等を通じ、労働環境の

改善と人材確保、荷主企業と運送事業者の取引の適正化に

向けた取組を進めてまいります。

なお、輸送の安全・安心の確保につきましては、「事業用自

動車総合安全プラン2025」に基づき九州運輸局でも事故削

減目標を設定しています。この目標達成に向け、九州地域事

業用自動車安全対策会議を開催し、取組状況等を定期的に

フォローアップしており、運輸安全マネジメントや事業者

監査等を通じて事業用自動車による事故防止に引き続き取

り組んでまいります。

一方近年は、各地で集中豪雨や大規模な台風などの自然

災害が多発しており、南海トラフ巨大地震の発生も懸念さ

れている状況です。大規模な災害発生時には緊急支援物資

輸送等の迅速な対応ができるよう、今後も関係者間の連携

を図りながら、防災危機管理の強化・向上に努めてまいり

ます。

結びに、公益社団法人福岡県トラック協会の益々のご発

展と会員皆様方のご健勝とご多幸を祈念いたしまして、年

頭のご挨拶といたします。

九州運輸局
局　長　吉　永　隆　博 
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Greeting at new year 2023年頭の辞

新年明けましておめでとうございます。

令和5年の新春を迎え、謹んで新年のお慶びを申し上げます。

はじめに、新型コロナウイルスへの感染が2019年に中国

武漢で初めて報告されてから3年になりますが、未だ終息の

兆しは見えず、私共が所管しております運輸業・観光産業は

利用者や観光客が激減し、かつてない程に深刻な影響を受け

ておりますところに、最近の急激な円安と物価高も重なり、

更なる影響が懸念されているところでございます。

今後も引き続き、九州の運輸・観光事業者の利用動向や輸

送実績・経営状況を注視しながら、関係自治体の皆様と連携

して事業継続、需要喚起や感染拡大防止に必要な支援・助言

等を行って参る所存でございます。

さて、令和5年の年頭にあたり、福岡運輸支局の業務に関

する抱負を述べさせていただきます。

平成30年7月に公布された働き方改革関連法の施行スケ

ジュールに基づき、令和4年12月に「改善基準告示」の改正・

公布が実施され、令和5年4月からは「月60時間を超える時

間外労働の割増賃金率50%以上」が中小企業にも適用され

ます。さらに、令和6年4月からは「自動車運転業務の時間外

労働に対して年間960時間の罰則付き上限規制」が適用され

る予定となっております。

私共としましては、平成27年8月に設置しました「トラッ

ク輸送における取引環境・労働時間改善福岡県地方協議会」

におきまして、荷待ち対策・物流効率化への取り組みや標準

的な運賃の浸透など、トラック事業者様や荷主企業様と連

携・協力して慢性的な長時間労働やドライバー不足による厳

しい労働環境の改善に取り組んで参る所存でございます。

特に人材確保と生産性の向上につきましては、運転者不足、

人材不足が顕在化・深刻化しておりますことから、トラック

事業における日々の運行や事業活動に支障を来すなど事業

の維持と継続にあたり、その確保と育成が急務となっており

ます。そのような状況を踏まえまして、生産性の向上と物流

の効率化を推進し、女性や高年齢層を含む多様な人材が活躍

できる働きやすい労働環境の実現に取り組む「ホワイト物

流」推進運動など、トラック運送業界の働き方改革の推進

に努めて参ります。

次に、国土交通行政の根幹である輸送の安心・安全の確

保につきましてお願い申し上げます。

あらためて申すまでもなく、交通・運輸における重要か

つ最大の使命は「輸送の安心・安全の確保」であり、事業者

の皆様と私共行政など運輸・交通に携わる全ての関係者は

「事故0」を目指す責任と義務を負っております。令和3年3

月に策定されました「事業用自動車総合安全プラン2025」

を踏まえまして、依然として発生する飲酒運転や頻発する

健康起因事故、あおり運転など危険運転等への対策を進め

ますとともに、各業態の特徴的な事故に対する削減目標の

達成に向けまして、保安監査や運輸安全マネジメント評価

等の実施に積極的に取り組んで参る所存でございます。

関係者の皆様におかれましては、法令・規則の厳正な遵

守と安全対策の更なる強化をお願い申し上げます。

以上、福岡運輸支局が所掌する幾つかの施策・業務につ

いて申し述べましたが、私共はこの他にも多岐にわたり運

輸・観光にかかる業務を所掌しております。

今後とも公益社団法人福岡県トラック協会様並びに関

係機関の皆様と連携を密にしまして、輸送の安全とトラッ

ク運送業界の健全な発展のため、業界の抱える課題やニー

ズ等に対して職員一人一人がそれぞれの持ち場で一つ一

つの施策・取組みをしっかりと丁寧に取り組んで参ります

ので、ご指導・ご教示及びご協力いただきますようお願い

申し上げます。

結びに、新型コロナウイルス感染症の一刻も早い収束、

そして皆様方のご健勝とご多幸をご祈念申し上げ新年の

ご挨拶とさせていただきます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

福岡運輸支局
支局長　久　世　和　彦 
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Greeting at new year 2023年頭の辞

謹んで新春のお慶びを申し上げます。

福岡県トラック協会の皆様には、四季の交通安全県民運

動を始め、小学生や高齢者を対象とした交通安全教室など

様々な交通安全活動に御支援と御協力をいただき、厚くお

礼申し上げます。

また、貨物自動車運送事業者として、適正な運行管理に

よる交通事故防止に御尽力いただいていることに対しま

して敬意を表します。

皆様のお力添えもあり、昨年、交通事故で亡くなられた

方は、一昨年と比べて大きく減少いたしました。

しかしながら、未だ多くの尊い命が交通事故により失わ

れていることに変わりなく、県警察といたしましては、そ

の事実を重く受け止めています。

また、飲酒運転による交通事故の発生件数も平成18年

に海の中道大橋で幼い子供3人が犠牲となった事故や平

成23年に粕屋町で高校生2人が犠牲となった事故などを

契機に官民一体となった取組を推進した結果、平成18年

当時と比べて大きく減少いたしました。

一方で、昨年一年間で飲酒運転で検挙されたドライバー

の数は、1,000人を優に超えるなど、未だ飲酒運転を敢行

する悪質なドライバーは後を絶たず、飲酒運転の撲滅には

道半ばと言わざるを得ません。

このような中、県警察では、悲惨な交通事故を1件でも減

少させるため、本年の最重点目標には、県民の切なる願い

である「飲酒運転の撲滅」を、重点目標には、交通事故で亡

くなられた方の多くが高齢者であることや次代を担う子

供のかけがえのない命を社会全体で交通事故から守る必

要があることなどを踏まえて「子供・高齢者等の交通事故

の抑止」を掲げ、重大な交通事故を招くおそれの高い交通

違反の取締り、横断歩道における交通ルール・マナーに関

する歩行者と運転者双方への交通安全教育など各種取組

を強めてまいりたいと考えています。

皆様におかれましては、これまで同様、運転前後にお

けるドライバーの酒気帯び確認を始めとした細やかな

運行管理に努めていただきますようお願いいたします。

また、ドライバーには「子供や高齢者に思いやりのあ

る運転」や「夕暮れ時の早めのライト点灯とハイビーム

の効果的な活用」を指導していただくなど、プロドライ

バーとして、県民の模範となる取組を引き続きお願いい

たします。

結びに、交通事故のない安全で安心な福岡県の実現に

向け、本年も皆様の一層の御支援と御協力をお願い申し

上げますとともに、皆様の益々の御健勝と御活躍を心か

ら祈念いたしまして、年頭の御挨拶とさせていただきま

す。

福岡県警察本部
交通部長　松　岡　法　之 
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Greeting at new year 2023年頭の辞

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

公益社団法人福岡県トラック協会並びに会員の皆様におかれま

しては、日頃から労働行政の推進につきまして、多大なご理解とご

協力を賜り深く感謝申し上げます。

さて、昨年は、年初にまん延防止等重点措置が適用される状況と

なり、一時的に有効求人倍率の低下もみられたところですが、4月

以降はポストコロナを見据えた動きもみられるなど、社会経済活

動の正常化に伴い幅広い業種で求人が増加いたしました。引き続

き新型コロナウイルス感染症や物価高、円安の影響に注視する必

要はありますが、有効求人倍率も徐々に上昇してきており、本県の

雇用失業情勢は緩やかに改善しているものと判断しています。

本年の福岡労働局の最重点課題は、①新型コロナウイルス感染

症などの雇用への影響を留意しつつ、雇用の確保や円滑な労働移

動を推進すること、②女性をはじめとする多様な人材の活躍を促

進すること、③誰もが働きやすい社会に向けた働き方改革を実行

するために労働環境の整備を行うことです。福岡県民の皆様が、安

心し、やりがいをもっていきいきと働けるよう取り組んでまいり

ます。

具体的には、1つ目の雇用の確保や労働力移動の推進として、企

業の人手不足感も強まっていることから、ハローワークに設置し

ている人材確保対策コーナーを中心に、人手不足分野や地域間の

円滑な労働移動の推進に努めてまいります。また、「人への投資」と

して、人材開発支援助成金などの活用を通じ、多様な人材の一人一

人が持つ潜在力を十分に発揮できるよう、自らのスキルアップと

デジタルなどの成長分野への移動を支援することとしています。

さらに、ハローワークの職業紹介業務のオンライン・デジタル化も

推進し、利用者の更なる利便性向上に努めてまいります。加えて、

雇用調整助成金や産業雇用安定助成金を活用した雇用の維持・在

籍型出向の取組への支援を行ってまいります。

2つ目の多様な人材の活躍促進につきましては、非正規雇用労働

者等へのマッチングやステップアップ支援のほか、ふくおかプラッ

トフォームの枠組みを活用した就職氷河期世代の活躍支援、その

他新規学卒者、子育て中の女性、高齢者、障害者、外国人など求職者

の態様とニーズに応じた就職支援に取り組んでまいります。さら

に、本年は、女性活躍・男性の育児休業取得の促進を図るため、改正

女性活躍推進法の履行確保に努めるとともに、新設された「産後パ

パ育休」制度の普及など男性が育児休業を取得しやすい環境整備

に向けた企業の取組支援に努めます。加えて、昨年10月から育児

休業の2回までの分割取得や出生時育児休業の取得が可能となり、

これに対応した育児休業給付（出生時育児休業給付金）が受けられ

るようになったところであり、この周知にも取り組んでまいります。

また、関連法令に基づく「男女の賃金格差の公表」、「不妊治療と仕

事の両立に関するプラス認定」、ハラスメント防止対策、同一労

働同一賃金など雇用形態に関わらず、やりがいをもって活躍でき

る職場環境の整備に向けて、法の履行確保に努めます。

3つ目の働き方改革の推進につきましては、働き方改革関連法

の参議院厚生労働委員会附帯決議（平成30年6月28日）において、

過労死等の防止の観点から改善基準告示の総拘束時間等の改善

を求められていましたが、改善基準告示の在り方について、労働

政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会

で検討が行われた結果、令和4年9月27日に同委員会で報告がと

りまとめられ、同年10月11日に労働政策審議会労働条件分科会

で了承されました。トラック運転者についての、改正の内容とし

ては、拘束時間の上限について、原則、現行の「1か月293時間（1

年3,516時間）」から、「1か月284時間、1年3,300時間」に改めら

れ、1日の最大拘束時間について、現行の「16時間」が「15時間」

に改められました。勤務終了後の休息期間については、現行の「継

続8時間以上」を「継続11時間以上与えるよう努めることを基本

とし、継続9時間を下回らない」に改められました。

福岡労働局においては、この改正された改善基準告示の周知に

努め、現在適用が猶予されている自動車運転者に対する令和6年

4月1日からの上限規制の適用に向けて、引き続き段階的な労働

時間の短縮を推進するよう対象事業場に説明会等を通じて働き

かけてまいります。また、改善基準告示の改正後、速やかに、管内

の長時間の荷待ちを行わせていることが多いと考えられる業種

等の発着荷主等に対して労働基準監督署による荷主等への要請

を実施することとしております。

また、福岡県最低賃金につきましては、昨年10月8日から時間

額900円に引き上げられました。引き続き履行の確保と、最低賃

金引上げに向けた業務改善助成金等の一層の活用促進に努めて

まいります。

さらに、労働者の安全衛生の確保につきましては、福岡県内の

休業4日以上の死傷災害は新型コロナウイルス感染症の影響によ

り前年に比べ大幅増加しており、第13次労働災害防止計画の死

傷災害に係る目標達成はできませんでした。今後も、死亡重篤災

害の撲滅を目指した対策並びに就業構造の変化や働き方の多様

化に対応する労働災害防止対策を推進してまいります。

これらの労働行政の推進に当たりましては、貴会のご協力が

必要不可欠でございますので、引き続きのご理解、ご支援をよろ

しくお願い申し上げます。

最後になりますが、公益社団法人福岡県トラック協会並びに会

員の皆様の益々のご発展、ご活躍を祈念申し上げまして、年頭の

ご挨拶とさせていただきます。

福岡労働局
局　長　安 達　栄 
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新年あけましておめでとうございます。

皆様には、健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上

げます。　

公益社団法人福岡県トラック協会におかれましては、ト

ラック運送事業の適正な運営と健全な発展、事業者の社

会的・経済的地位の向上を図るため、貨物自動車運送の適

正化対策や環境対策、災害時の緊急物資輸送体制の整備

など様々な課題解決に向け熱心に取り組まれておられま

す。眞鍋会長をはじめ会員の皆様のご尽力に心から敬意

を表します。

昨年は、長引くコロナ禍に加え、ロシアのウクライナ侵

略や円安の進行に伴う原油価格や物価の高騰により、県

民生活や経済活動が大きな影響を受けました。

燃料費高騰の影響を受けたトラック運送事業者の輸送

コストの負担軽減を図るため、本県では、令和4年9月補正

予算において、トラック運送事業者のエコタイヤ導入を支

援する補助制度を創設いたしました。事業の実施にあたっ

て、福岡県トラック協会に多大なるご協力をいただいたこ

とについて、重ねてお礼申し上げます。

本県では、このような厳しい状況が続く中で、中小企業

や農林水産業などの事業継続を支援するとともに、社会

経済情勢の変化に柔軟に対応できる、強い経済構造の実

現に向けて様々な取組を行ってまいりました。今後も、急

速なデジタル化、カーボンニュートラルなど、私たちを取

り巻く状況の変化に対応するため、世界を視野に、未来を

見据えて、成長、発展の歩みを力強く進めていく必要があ

ります。

中小企業におけるDXを推進する人材の育成、成長が期

待されるグリーンデバイスの開発・生産拠点の形成など

による、国内外からの戦略的な企業誘致への取組のほか、

カーボンニュートラルのキーテクノロジーとなる水素を

はじめ、半導体、自動車、バイオ、そして宇宙ビジネスな

どを未来を切り拓く産業に成長させていきます。

また、本県の経済発展の原動力であり、雇用の8割を担

う中小企業の生産性向上や事業展開・承継をしっかりと

支援してまいります。中でも、トラック運送は、本県の

基盤産業である自動車産業をはじめ、様々な産業のサプ

ライチェーンを繋ぐ大動脈であり、本県の産業振興、経

済の活性化のため極めて重要な役割を担っています。

引き続き、県といたしましても、トラック運送業界を

支えるため、新型コロナウイルス感染症や原油価格や物

価の高騰の影響を受けた事業者の皆様に対する資金繰

りの支援などを行うとともに、協会の事業につきまして

も、できる限りの応援をしてまいりたいと考えておりま

す。

結びに、福岡県トラック協会の益々のご発展、そして

会員の皆様にとって新しい年が素晴らしい一年となり

ますことを祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせてい

ただきます。

福岡県商工部
部　長　初　田　寿 
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　令和5年を迎えるにあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　トラック輸送事業は、全国各地域で地域の経済と人々の暮らし
を支えており、エッセンシャル事業として公共交通機関の重責を
担うとともに、地方創生の旗頭として、高い評価を得ているところ
であります。
　一方で、中小企業が99%を占めるトラック運送業界では、少子
高齢化などによる若年ドライバー不足が深刻化し、大きな問題と
なっております。
　さらに、今年4月からは中小企業において、月60時間超の時間外
労働割増賃金率が引き上げられるほか、来年4月には自動車運転業
務の時間外労働年960時間の上限規制が適用されるなど、新型コ
ロナウイルス感染症の拡大に伴う輸送量の減少や一昨年から続い
ている燃料価格高騰の影響によって苦しめられてきた中小トラッ
ク運送事業者にとっては、経営環境が一層厳しさを増す危機的な
状況にもなりかねません。
　このような状況を打破するため、トラック運送事業における「生
産性の向上」、「働き方改革」の推進など、官民挙げて課題解決に向
けた様々な取り組みが進められています。平成30年12月には改正
貨物自動車運送事業法が成立し、令和2年4月には法改正の柱でも
ある「標準的な運賃」が告示されています。
　都道府県トラック協会のご尽力により、会員事業者ベースの「標
準的な運賃」届出率は7割を超え、徐々に浸透しつつあり、また、「荷
主対策の深度化」の方策についても、徐々にその実効が図られてき
ているところです。しかしながら、「標準的な運賃」や「荷主対策の
深度化」については来年3月までの時限措置とされていることか
ら、現場で働いておられるドライバーの労働条件改善を実現して
いくため、時限措置延長・恒久化への対応が強く求められてきます。
　悪貨が良貨を駆逐することのないよう公平公正な競争の基盤を
確立するとともに、問題のある荷主に対しては、改正貨物自動車運
送事業法や独占禁止法等の諸々の法律により、適切な指導を行っ
ていただき、真面目な事業者がより効率的に事業運営を行える社
会にしていかねばなりません。
　全日本トラック協会では、自由民主党トラック輸送振興議員連
盟、公明党トラック議員懇話会の先生方などと連携し、政府・与党
等に対して要望活動を一層強化するなど、引き続きこれらの問題
に取り組んでまいります。
　会員事業者の皆様におかれましては、「今がまさに、業界のさら
なる健全化への勝負時」と捉えていただき、荷主に対して果敢に運
賃・料金交渉を継続していただきたいと存じます。
　一方で、多くのドライバーが脳・心臓疾患のリスクを抱えている
なかにおいて、昨年12月には改善基準告示が改正され、来年4月に
施行されることになっております。

　全日本トラック協会では、改善基準告示の改正を受けて、荷主
向け・事業者向けリーフレットや、改正内容を詳しくまとめた冊
子を作成し、配布いたします。また、各都道府県トラック協会で
のセミナーを開催するなど、新改善基準告示の周知徹底に努め
てまいります。
　新改善基準告示では、全日本トラック協会からの主張を受け
て、厚生労働省による「荷主対策」が盛り込まれております。厚生
労働省による荷主対策の実効性を高めるためには、荷主の実態
に関する情報が必要となってまいります。会員事業者の皆様方
におかれては、遠慮なく行政に対して荷主情報を申告していた
だき、実効性の高い荷主対策の実現に繋げていただきたいと考
えております。
　また、新改善基準告示の施行により、ドライバーの健康と安全
を確保し、過重労働や過労死を何としても防いでいくために、会
員事業者の皆様方におかれては総拘束時間の縮減をはじめとし
たドライバーの労働環境の改善に向けて、しっかりと取り組ん
でいただきたいと思います。
　併せて、トラック運送事業者が「国民生活と経済のライフライ
ン」としての機能を果たし続けていくためには、利用者目線で
の計画的な道路整備の推進が不可欠です。全日本トラック協会
では、高速道路料金の引下げ、物流基盤の整備（高速道路ネット
ワークの整備・充実、休憩・休息施設、中継物流拠点の整備・拡充、
暫定2車線区間の4車線化）など、トラック運送事業者にとって使
いやすい道路の実現に向け、道路の環境整備の必要性を強く訴
えてきました。特に高速道路料金について、昨年12月に可決・成
立した令和4年度第2次補正予算では、全国のトラック運送事業
者の皆様の声が結実し、厳しい財政事情のなか、高速道路料金大
口・多頻度割引の拡充措置が令和6年3月まで延長されました。引
き続き、全国道路利用者会議などと連携しながら、トラック運送
事業者の生産性向上に資する道路環境整備の実現等に向けて、
政府・与党に対して全力で働きかけを行ってまいります。
　トラック運送業界は、「安全で安心な輸送サービスを提供し続
けること」が社会的使命であり、常に「安全」を最優先課題と位置
づけ、環境対策や労働対策などとともに、持続可能な産業として
将来に向けた様々な取り組みを進めてきました。
　その取り組みの一環として、全日本トラック協会では、令和4
年度事業計画において「環境・SDGs対策の推進」を掲げ、昨年12
月の理事会において、「物流の視点から社会に貢献するSDGsに
取り組む」と宣言を行いました。運送事業者がSDGsに取り組む
ことで、人材採用や定着に直結するとともに、荷主企業や地域社
会からの信頼獲得にも繋がることから、全日本トラック協会に
おいても会員事業者におけるSDGsへの理解促進とSDGs達成
への取り組み推進を図ってまいります。
　本年中には、国土交通省において、「自動車局」が「物流・自動車
局（仮称）」に再編される予定と伺っております。これからは、「物
流」という広い観点からトラック事業の将来を見つめなおし、業
界の発展をとおして強く求められているGX（環境問題）、DX（デ
ジタル化）等の社会問題に積極的に対応し、社会貢献に力を注い
でいく所存です。
　経済情勢が厳しさを増すなかではありますが、そうした環境
下においてもトラック運送業界が一丸となり、業界を取り巻く
諸課題の解決に向けて必死に取り組んでいくことで、当業界の
健全的な発展に向けての道が大きく開かれるものと確信してお
ります。今年が「魅力あふれるトラック運送業界への大きな転換
点」となるよう、新たな気持ちで精一杯取り組んでまいりたいと
考えております。
　本年も会員事業者の皆様方のますますのご発展とご健勝、な
らびにご多幸を心より祈念し、新年のご挨拶とさせていただき
ます。

（公社）全日本トラック協会
会　長　坂　本　克　己 
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明けましておめでとうございます。新年を迎えるに当た

り、謹んでご挨拶申し上げます。

皆様方には平素から当協会の運営につきまして、深いご

理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、昨年は、7月から新型コロナウイルス感染症の第7

波に見舞われたものの、社会活動が維持され、コロナによ

る日常生活への影響は少なくなりつつあります。また、国

産初の治療薬が承認され、普及が期待されますが、新しい

変異株の広がりに引き続き警戒が必要です。

国内経済については、一昨年後半からの燃料価格高騰に

よる影響が深刻化する中、ロシアのウクライナ侵攻によ

り、世界のエネルギー情勢は混迷を深めており、また、円安

も相まって、今後も影響を注視していかなければなりませ

ん。

我々トラック運送業界においては、働き方改革による労

働時間規制や少子高齢化による労働人口の減少により、今

後さらにドライバー不足が加速することが懸念されてお

り、これに加え令和6年度から罰則付きで適用される時間

外労働の上限規制への対応期限が迫る等、課題が山積して

おります。

このような中、我々トラック運送事業者が法令遵守と安

定的な輸送力の提供を両立させるためには、ドライバーの

労働条件改善と適正取引の実現が必要不可欠であり、国土

交通省から告示された「標準的な運賃」を活用し、事業継続

に必要なコストに見合う適正な運賃を収受しなければな

りません。

荷主企業も厳しい経営状態が続いており、運賃交渉が難

しい状況ではありますが、全日本トラック協会や関係行政

機関等と連携し、荷主に「標準的な運賃」の趣旨の周知徹底

を図って参りますので、会員事業者の皆様におかれまして

は、適正運賃収受の必要性を示して、勇気を持って荷主と

の交渉を進めていただきたいと思います。

また、改正改善基準告示についても荷主への周知徹底

に取り組んで参ります。

このほか、一昨年に国土交通省の国土幹線道路部会で

取りまとめられた高速道路料金制度のあり方に関する

中間答申において、深夜割引見直しの方向性が、これま

で当業界が要望してきた内容と大きく異なっていたこ

とから、首都圏から最大の遠隔地である九州ブロックの

負担が増大することのないよう、今後も関係行政機関等

に対して要望を行って参ります。

トラック運送業界は多様な課題が山積しております

が、若い世代の人材確保に向けて、労働環境のなお一層

の改善を図るとともに、持続的な事業経営ができる環境

づくりにこれからも全力で取り組んで参りますので、皆

様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

結びに会員の皆様方の益々のご健勝とご多幸をお祈

り申し上げ、新年の御挨拶といたします。

九州トラック協会
会　長　眞　鍋　博　俊 
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